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Ⅰ．試験・講習会・研修会等のご案内

令和元年度  自 動 車 検 査 員 研 修
　令和元年度自動車検査員研修が下記のとおり開催されますので、お知らせいたします。

記
１．研修日時及び場所

日　時 地区（振興会ブロック） 場　所（会　場）

10月１日（火） 13：30～16：30 新居浜ディーラー、新居浜西 東予自動車会館

10月２日（水） 13：30～16：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

10月３日（木） ９：00～12：00 城南、33号線中央、33号線南、
伊予市伊予郡 愛媛県自動車整備振興会

10月３日（木） 13：00～16：00 城北、城西、上浮穴 愛媛県自動車整備振興会

10月４日（金） 13：30～16：30 長浜、大洲西、大洲中央、三瓶、
宇和、野村 西予支部研修センター

10月７日（月） 13：30～16：30 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター

10月９日（水） 13：30～16：30 新居浜南、新居浜東 東予自動車会館

10月10日（木） ９：00～12：00 11号線、33号線北 愛媛県自動車整備振興会

10月10日（木） 13：00～16：00 56号線、三津、北条 愛媛県自動車整備振興会

10月11日（金） 13：30～16：30 宇和島東部、宇和島中部、吉田、
南宇和 津島やすらぎの里

10月15日（火） 13：30～16：30 桜井、今治東、大三島、伯方、
大島

今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

10月18日（金） 13：30～16：30 宇和島南部、鬼北、津島 津島やすらぎの里

10月21日（月） 13：30～16：30 今治西、今治南、朝倉、今治北、
今治中央、大西・菊間

今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

10月23日（水） 13：30～16：30 内山、大洲東、八幡浜、半島 西予支部研修センター

10月25日（金） 13：00～16：00 愛媛県内最終 愛媛県自動車整備振興会

●　駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご理解、ご協力のほどよろし
くお願いいたします。

●　同一事業場に複数の検査員を選任している場合は、この限りではありません。

２．研修内容　指定自動車整備事業関係事務処理要領第11条第１項に定める事項及び自動車検
査員として必要な事項

３．講師　愛媛運輸支局 陸運技術専門官

４．費用及び使用する研修資料　※資料についての詳細は、次ページをご参照ください。
（１）研修会開催費：１名　７００円
（２）自動車検査員研修資料（令和元年度版）　定価　１，９００円（税込）
（３）自動車検査員必携（四国運輸局監修　四国自動車整備振興会連合会編集）
　　 （現在の追録は『第18号』です。ご確認の上、ご持参ください。）
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自動車検査員研修で使用する資料について

使用する資料は、２種類あります。

１．自動車検査員必携（教習・研修資料）〔（四整連発行）現在の追録は第18号〕

『自動車検査員必携（教習・研修資料）
四整連』です。
追録18号まで差し替え済みであることを
ご確認の上、ご持参ください。

２．令和元年度自動車検査員研修資料　　　　定価１，９００円（税込）
※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合

は、研修資料代は不要です。印刷までの手順は次のとおりです。

四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部）

　→ 整備・保安課 ◇自動車検査員研修 → ■ 自動車検査員研修資料（令和元年度版）

５．その他
（１）自動車検査員と整備主任者を＜兼務＞している方が本研修を受講した場合は、今年度の

整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。
（２）筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。
（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査整備保安部門（TEL：

０８９－９５６－１５６１）までご連絡ください。
（４）各会場ともに駐車できる台数が限られています。公共交通機関の利用や、お車の乗り合

わせをお願いします。お車でお越しの場合は、各会場のルールを守って駐車してください。
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　令和元年度 整備主任者法令研修が次のとおり開催されますので、お知らせいたします。

注１．自動車検査員教習を受講予定の方は、必ず受講してください。
注２．自動車検査員を兼務している方は、令和元年度自動車検査員研修（１〜２ページ）を受

講してください。

１．研修日時及び場所

日　　　時 対象地区（振興会ブロック） 場　　所 （会　場）

10月30日（水）13：30～15：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

10月31日（木）13：30～15：30 内山、大洲東、半島 西予支部研修センター

11月１日（金）13：30～15：30 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター

11月５日（火）10：00～12：00 11号線、伊予市伊予郡（伊予郡） 愛媛県自動車整備振興会

11月５日（火）14：00～16：00 城北、城南、三津、北条 愛媛県自動車整備振興会

11月８日（金）13：30～15：30 新居浜ディーラー、新居浜南 東予自動車会館

11月11日（月）13：30～15：30 桜井、今治北、伯方、大島 今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月12日（火）13：30～15：30 長浜、大洲西、八幡浜、野村 西予支部研修センター

11月18日（月）10：00～12：00 33号線北、33号線中央、33号線南 愛媛県自動車整備振興会

11月18日（月）14：00～16：00 56号線 愛媛県自動車整備振興会

11月20日（水）13：30～15：30 宇和島東部、吉田、津島、南宇和 津島やすらぎの里

11月22日（金）13：30～15：30 今治東、朝倉、大三島 今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月25日（月）13：30～15：30 大洲中央、三瓶、宇和（西予支部最終） 西予支部研修センター

11月26日（火）14：00～16：00 城西、上浮穴、伊予市伊予郡（伊予市） 愛媛県自動車整備振興会

11月27日（水）13：30～15：30 新居浜東、新居浜西（東予支部最終） 東予自動車会館

11月28日（木）13：30～15：30 今治西、今治南、今治中央、大西 ･ 菊
間（今治支部最終）

今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月29日（金）13：30～15：30 宇和島中部、宇和島南部、鬼北
（南予支部最終） 津島やすらぎの里

12月３日（火）14：00～16：00 （愛媛県下最終） 愛媛県自動車整備振興会

●　駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

●　同一事業場に複数の整備主任者を選任している場合は、この限りではありません。

令和元年度　整備主任者法令研修令和元年度　整備主任者法令研修

次のページに続く

— 3 —



２．研修対象者　　現在、整備主任者として選任している方

３．研修内容　　自動車整備事業に関する法令及び通達、その他整備主任者として必要な事項

４．講師　　愛媛運輸支局　検査整備保安部門　職員

５．研修資料代及び研修会開催費（何れも税込）　※資料の内訳は、下記をご確認ください。

　　（１）研修資料代　　（２冊）　定価：１，６００円

　　（２）研修会開催費　（１名）　　　　 　８００円

６．その他

　　（１）筆記用具をご持参ください。

　　（２）出席名簿に認証番号の記入が必要になりますので、ご準備をお願いします。

（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査整備保安部門まで

ご連絡ください。（ＴＥＬ：０８９－９５６－１５６１）

（４）各会場共に駐車できる台数が限られています。公共交通機関のご利用や、お車の乗り

合わせをお願いします。お車でお越しの際は、各会場のルールを守って駐車してくだ

さい。

整備主任者（法令）研修で
使用する資料について

使用する資料は２種類あり、各会場の受付で販売します。
≪内訳≫

◦令和元年度　整備主任者研修資料（全国共通教材）　　定価：６１２円（税込）

◦令和元年度　整備主任者研修資料（地域教材）　　　　定価：９８８円（税込）

　※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合は、

研修資料代は不要です。印刷までの手順は以下のとおりです。

　四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部） →

　整備主任者・自動車検査員研修資料　→　整備主任者研修資料　地域教材（令和元年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備主任者研修資料　全国教材（令和元年度）
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スキャンツール活用事業場 応用 研修のご案内
　令和元年度「スキャンツール活用事業場」認定制度※の応用研修を、下記日程で開催いたし
ます。
　この制度は、汎用スキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、
自動車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの
信頼を獲得することを目的とした制度となっております。
　この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資
料を提示することにより、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただければ
と思います。
　是非、沢山の方のお申込みをお待ちしております。
１．開催支部、開催日、場所

開催支部名 開　　催　　日　　時 場　　　　　所
今治支部 11月５日（火）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
東予支部 11月７日（木）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合
西予支部 11月11日（月）午前10時～午後５時 西予支部研修センター
南予支部 11月13日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター
中予支部 11月15日（金）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

２．研修対象者
基本研修修了者又は、日整連に認定された機関で基本研修と同等以上の研修を受講された方

※詳しくは振興会／教育課までお問合わせください。
３．研修内容　　　　　　高度な診断・整備技術の習得
４．募集定員　　　　　　各会場20名（各会場５名以下の場合は中止とさせていただきます。）
５．受講料及び資料代　　￥3,000－
６．講師　　　　　　　　愛媛県自動車整備振興会
７．受講申込方法及び締切日　10月25日までにこの「スキャンツール活用事業場応用研修の

ご案内」をプリントアウト（コピー）していただき基本研修修了証を添付のうえ申込みを
お願いします。（ＦＡＸ可）

スキャンツール活用応用研修 受 講 申 込 書　　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講支部名 整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
　この申込書に関わる個人情報等につきましては、本業務以外には使用いたしません。
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令和元年度
スキャンツール活用研修【ステップアップ編】開催のご案内

この研修は、コンピュータシステム診断認定店等の更なるレベルアップを目的に、自動車に

おける各装置の制御方法、それに伴う診断機データの見方など、車両の総合診断とお客様への

予防整備の提案について、今までよりも一歩踏み入ったより実践的な研修となっております。

＊本研修は、任意の研修でありコンピュータシステム診断認定店へ受講を強制するものではあ

りません。

１．開催の支部、日時、場所
支　部 日　　　　時 場　　　　所

今治支部 11月20日（水）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

東予支部 11月25日（月）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

西予支部 11月26日（火）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

南予支部 11月27日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

中予支部 12月４日（水）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

２．研修対象者
・２級自動車整備士の方

・認定店を取得している事業場で、応用研修修了者の方 など

３．研修内容 エンジン制御・ボディー制御等、各装置の制御の考え方とデーターの見方など、

車両の総合診断とお客様への予防整備の提案について

４．募集定員 各会場10名（各会場２事業者未満の場合は中止とさせていただきます）

５．受講料 ￥２, ２００－（税込み）

６．講師 愛媛県自動車整備振興会

７．申込方法及び締切日　11月８日までに下記「スキャンツール活用研修【ステップアップ編】

受講申込書」本ページをプリント又はコピーのうえ記入していただき、申込みをお願いし

ます。

スキャンツール活用研修【ステップアップ編】受講申込書　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講希望の
支部名

整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
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軽自動車OSS 開始に伴う指定工場向け説明会
開催のご案内

ワンストップサービス

　令和元年５月７日から開始されていました軽自動車の継続検査ＯＳＳは、申請代理人と
なる日本自動車整備振興会連合会（日整連）の準備が遅れ、令和２年１月６日から運用を
開始することとなりました。運用を開始するに当たり、以下のとおり二部構成で説明会を
開催することといたしましたので、取り組みを検討する方は参加申込書に必要事項をご記
入の上、振興会／指導課までＦＡＸでお申し込みください。

１．開催日時　　令和元年11月28日（木） 第１部　10：30～12：00
 第２部　13：30～14：30
２．会　　場　　振興会／会議室
３．説明概要　　（登録車のＯＳＳを実施している事業者様は、第１部に参加する必要は

ありません。）
　　　第１部　　① 継続検査ＯＳＳとは　　　　　　　　　　　④ その他
　　　　　　　　② 電子保安基準適合証システムについて　　　⑤ 質疑応答
　　　　　　　　③ 申請システムについて
　　　第２部　　① 軽自動車ＯＳＳの運用について
　　　　　　　　② その他
　　　　　　　　③ 質疑応答
４．申込締切　　令和元年11月22日（金）

・・・・　＜継続検査OSS に関する説明会　参加申込書＞　・・・・
振興会／指導課　行き　　ＦＡＸ：０８９－９５６－２１８８

指 定 番 号  四運指第 号

事 業 場 名

参 加 人 数   名

参加する説明会
（○印をしてください） 第１部　　　第２部

あらかじめご質問事項
がございましたら、ご
記入ください。
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Ⅱ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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広報原稿

踏切事故防止キャンペーンについて
踏切事故防止推進協議会　

　踏切事故防止につきましては、従来から各種交通安全運動等の機会あるごとに注意を喚

起しているところですが、平成30年度も踏切事故が16件（平成29年度は14件）発生し、

鉄道・軌道運転事故の約６割を占め、これにより５名が死亡しています。

　踏切事故は、一旦発生すると重大な事故につながるおそれが高く、その原因のほとんど

が直前横断（遮断機くぐり、突破、警報無視、一時停止確認の不履行）と停滞（退出不能）・

落輪であることから、踏切通行者のマナー向上が望まれるところです。

　このため、こうした事故を未然に防ぐためには、踏切事故防止に係る広報活動を積極的

に展開する必要があります。

　踏切事故防止推進協議会では、踏切事故防止に関する広報活動の一環として、以下のと

おり「踏切事故防止キャンペーン」を展開し、自動車ドライバー等に対し踏切事故防止に

対する意識の高揚を図ることとしましたので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いい

たします。

１．実施期間　　　　令和元年11月１日（金）から11月10日（日）までの10日間

２．実施機関　　　　踏切事故防止推進協議会

四国運輸局が実施主体となって、行政機関、鉄道・軌道事業者、

自動車関係団体等の協力を得て、「踏切事故防止キャンペーン」

を推進する。

３．スローガン　　　“きけんです　むりなおうだん　いのちとり”

４．主張する事柄　　次ページ（パンフレット及びポスター）のとおり

四国運輸局鉄道部からのお知らせ
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Ⅲ．お知らせコーナー
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会員（組合員）各位

（一社）愛媛県自動車整備振興会

愛媛県自動車整備商工組合

　拝啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は

振興会・商工組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

　さて、10月１日からの消費税率の引き上げに伴い、消費税引き上

げ前後の取扱商品の対応については、商品のご注文日に係わらず、

納品・引渡日が令和元年10月１日以降となる場合には、消費税10％

にて請求いたしますので、ご了承願います。

　何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

消費税率の引き上げに伴う
取扱商品について
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－振興会会費納入のお願い－

　秋冷の候、会員の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　日頃は、当会の事業推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、平成31年度振興会後期会費を下記の要領で納入していただきますようよろしくお

願いします。

記

自動振替の方

　１．年間会費　　36,000円（前期金額 18,000円、後期金額 18,000円）

　２．後期振替日

　　　○　伊予銀行・愛媛銀行扱い　　　11月５日（火）

　　　○　上記以外の金融機関扱い　　　11月12日（火）

※ 上記、振替日に引き落としさせていただきますので、指定口座の残高確認をお願いし

ます。

自動振替以外の方

１．年間会費　　36,000円（前期金額 18,000円、後期金額 18,000円）

２．納入期日　　後期分 10月末日

３．振込みを希望される方（振込手数料はご負担願います。）

　　○　伊予銀行  　 森松支店   普通　１１９３０８６

　　○　愛媛銀行　　森松支店　普通　０６０３０２５

　　○　名 義 人　　（一社）愛媛県自動車整備振興会　会長　日野利一

※上記の通り､ 事務局持参又は金融機関に振り込みをお願いします。
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愛媛県最低賃金の改正の
お知らせ

　愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される愛

媛県最低賃金を改正し、令和元年10月１日から施行す

ることとなりました。この決定により労働者に支払う賃

金は、１時間７９０円以上となりましたので、お知らせ

します。

　なお、詳しくは、愛媛労働局賃金室又は最寄りの労働

基準監督署へお問い合わせください。
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会員（組合員）各位

会員（組合員）名簿　お詫びと訂正について
　

　拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は振興会・商

工組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、先月情報誌と同封いたしました、会員（組合員）名簿におきまして、

認証番号の欠落がありましたのでお知らせいたしますと共に謹んでお詫びし、

訂正させていただきます。お手元の会員（組合員）名簿につきましては、該当

箇所の記入をお願い申し上げます。

敬具

記

●15ページ　　西条ブロック

　有限会社　松木自動車　　　認証番号　１２１１
　

　ご不便、ご迷惑をお掛けしますことをお詫び申し上げます。
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、８件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　ヘッドライト不灯で修理に出したら、エ
ンジンを載せ替えられた
平成31年４月24日　大阪府　男性
車名：二輪車（原付）　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
二輪車・自転車を取り扱う店（会員外）で中古の原

付バイクを購入した。しばらく乗っていると、ヘッド

ライトが点かなくなったので店に持ち込んだ。「現状

渡しだが、購入から時間が経っていないので、サービ

スでやります」と、無償で電球を交換して貰った。し

かし、その後も頻繁に電球が切れるので、「こう何度

も切れると困るので、原因を調べて修理して欲しい」

とバイクを預けて帰った。数日後、店に行くと「原因

不明で時間も掛かるし面倒臭いので、事故車のエンジ

ンを載せ替えた。ライトのスイッチも全て付け替えた

が、ライトが点かない。現状渡しなので、自分で他店

に持ち込んで修理して貰って」と言われた。しかし、

載せ替えられたエンジンにはオイル漏れがあり、マフ

ラーのフランジボルトが１本折れているので、「前の

エンジンの方が程度が良く、フランジボルトも折れて

いなかった。お願いしていないことをされた」と抗議

し、「自分で修理先を探すが、ヘッドライトの修理費

用は貴店に請求する」と言い残して、バイクを乗って

帰った。近所の大きなバイクショップに事情を話し、

支払い等の件で店側と交渉して貰ったが、「“現状売り”

を主張して全く話にならない。交渉のしようがない」

と言われたので、消費者センターに電話して振興会を

紹介されたとのこと。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、当該店を調べると当会

の会員ではないので、振興会が間に入る事はできない

ことを説明した。「今預けているバイクショップと相

談して、交渉を続けてはどうか」とお伝えすると、「快

く相談に乗ってくれるので、話してみます」と言われ、

相談を終えた。

Ｃａｓｅ２　不具合だらけの中古車、返金して欲しい
令和元年５月９日　和歌山県　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成22年
走行距離：60,000㎞

【相談】
昨年１月に中古車販売店で業者間ネット閲覧にて契

約。中古車販売店が推奨する所定ローンを組めば100

万円、即金なら割高になるとのことで、ローンで購入。

納車が約２ヶ月遅れ、その間は代車を用意して貰って

いた。３月に納車されたが、カーナビを取り付ける約

束がカーステレオがついていた。また、ボンネットを

開けるとエンジン部が激しく錆びており、走行中に煙

が出てクラッチが焼き付くなど、何度もレッカー移動

して中古車販売店が業務提携する修理工場で修理して

貰った（１年安心パックを適用）。今年３月、走行中

に異音が発生したので修理工場へ入庫したところ、「エ

ンジンの載せ替えが必要で、底回り（下回り？）がか

なり痛んでいる。中古車販売店へクレームを言い返金

して貰ったら」と言われた。

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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【対応】
購入検討時にエンジンルーム内の確認や試乗をしな

かったのかを聞いたところ、していないとのこと。当

該中古車販売店は認証工場ではなく、会員工場でもな

いため仲裁はできないが、①契約時の書類を確認し、

納車後保証及び納車遅延時の救済措置等の有無を確認

すること。②納車後の不具合が販売業者の隠蔽による

ものかを修理工場に確認することも有効。③相談者が

撮影した諸写真を故障時系列に整理すること。④中古

車販売店と対峙し話し合うこと等をアドバイスした。

また、話し合いで解決しない場合は、裁判提起も考慮

する必要があることを伝えた。その後相談窓口への連

絡はない。

Ｃａｓｅ３　ハブボルトが折れた原因は何か
令和元年５月14日　大阪府　事業者
車名：ワンボックス　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
今年の１月25日に当店でタイヤ４本の交換作業をさ

れたお客様が来店し、「走行中に左前からゴトゴトと

いう異音と変な振動があったので、近くのガソリンス

タンドで見て貰ったところ、『左前輪のハブボルト５

本中１本が折れ、残りの４箇所のホイールナットは手

で締めたように緩み、ホイールの穴が楕円に変形して

いる。おそらく、ハブボルト１本が折れたため、残る

４本が緩んでしまったのだと思う』と言われた。タイ

ヤを交換して以降、何処にも修理に出していないので、

貴店の責任である」という苦情を受けた。当店は社の

方針で、最終締付時にお客様に確認してもらいながら

トルクレンチで締めることになっており、１月の作業

時も全数を一緒に確認してもらっている。４ヶ月も前

の作業で２千㎞も走行しているのに、今頃になって一

輪だけナットが緩むものなのか。また、ハブボルトが

１本折れると、残り４個のナットが緩むものなのか。

ハブボルトの折損跡から折れた原因などを調査してく

れる機関はないか、アドバイスが欲しい。

【対応】
相談者に当該車両の状態を再確認したところ、「左

前輪ホイールは社外品だが、適合するテーパータイプ

のナットが使われていた。タイヤを外してホイールを

確認したが、ナットの締め付けが緩かった為であろう

穴は削れて拡がっていた。ハブボルトが折れた穴は拡

がっていないので、緩むことなく折れたと思う」と言

う。更に、「私（相談者）は、今までハブボルト１本

が折れ、残りのナット全数が手で回るまでに緩んでし

まうようなケースは見たことも聞いたこともない。５

本中２本が折れ、３本だけで走行していた車検受けの

車を修理した経験があるが、残りの３本はキッチリ締

まっていた。誰かがイタズラで緩めたのではないかと

も思っている」と言われるので、「調査してくれるよ

うな機関は知りませんが、トルクレンチを使い、お客

様と一緒に確認しているなら、もう一度よく説明して

話し合いしてもらうしかない」とアドバイスして、相

談を終えた。

Ｃａｓｅ４　ディーラーのスタッフに逆ギレされた
令和元年５月15日　大阪府　男性
車名：乗用車　　登録年月：不明
走行距離：60,000㎞

【相談】
平成29年６月に他県のＡディーラーで１年間の保証

付き中古車を購入した。購入後６ヶ月の点検時、Ａ

ディーラーの担当スタッフに「クーラーの冷えが悪

く、内外気の切り替えもしていないようだ」と申し

出たところ、「エアコンパネルのランプは切り替わっ

ているので、正常に作動している」と言われた。そ

こで、以前から付き合いのあった他県のＢディーラー

（Ａディーラーとは系列関係）で相談したところ、車

に潜り込んで、「内外気の切り替えサーボモーターは

作動しているが、ダンパーのロッドが折れているので
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切り替わっていない」ことを確認してくれた。また、

下回りも見て、「左右のリヤショックがオイル漏れし

ているので、保証で交換して貰った方が良い」とアド

バイスをくれた。購入から１年後の12ヶ月点検時、Ａ

ディーラーに内外気の切り替えとリヤショックのオイ

ル漏れの確認をお願いしたところ、「前も同じ事を聞

かれたので説明しましたやん！正常です。何回言わせ

るんですか！」といきなり強い口調で言われ、Ｂディー

ラーで指摘された内容を説明すると、「当店の診断が

信用できないなら、この先の付き合いを考えます！リ

ヤショックは“滲み”なので、保証の対象外です」と

言われたので、反論できずに引き下がった。今般、購

入から２年が経ち車検の時期になったので、Ａディー

ラーに見積もりをお願いした。すると、見積書に“リ

ヤショック交換”と“ダンパー交換”が有償で計上さ

れていたので、「ショックとダンパーは１年前にこち

らから依頼した内容です。その時に対応してくれたら、

保証期間内だから無償だったのではないか。そもそ

も、内外気切り替えの不具合はダンパーが原因だった

のか？」と確認すると、整備士から「ショックは前回

“滲み”でしたが、今は“漏れ”なので交換が必要です。

ダンパーは、担当スタッフから見積もりに入れるよう

に言われました」という説明があった。そこで「確定

していない作業を見積もりに入れるのか？」と尋ねる

と、「こんな短い待ちの間に車検とクーラーの見積も

りができるわけないやろ！」と整備士からも逆ギレさ

れた。ディーラーの看板を出して商売をしているのに、

社員がこんな態度で良いのか。納得できないので、公

正取引協議会に電話をしたら消費者センターを紹介さ

れ、消費者センターに電話をしたら振興会を紹介され

た。明日、Ａディーラーの店長と話をすることになっ

ており、店長をギャフンと言わせてやろう、公的なと

ころへ電話して罰則を与えてもらおうと思い、電話し

ているとのこと。

【対応】
Ａディーラーは当振興会の越県であること、立ち位

置、振興会には罰則を与えたりする権限がないことを

説明した。小１時間ほど説明を聞かされたので、これ

をＡディーラーが所属する他県の振興会に伝えると正

確さに欠けると判断し、「本来、Ａディーラーは他県

の振興会の会員なので、当振興会からＡディーラーに

電話する事はおかしいが、他県の振興会から承諾をも

らい、当振興会から電話をして事実確認させて頂きま

すので店長とよく話し合って下さい」と言って電話を

切った。５月16日、Ａディーラーが所属する他県の振

興会から電話で承諾を頂き、Ａディーラーの店長に

電話したところ、「先程まで相談者が来店されていて、

２時間半ほど話しました。半分位は納得して頂けたと

思います。当店スタッフの対応とエンジニアの態度、

言葉使いに関しては事実キレてしまったようなので、

お詫びしました。Ｂディーラーで車検、ショック、クー

ラーの修理は終えており、そのことは当社としては何

もできない説明で納得して頂きました。相談者はこの

車を『嫌い』だと言っておられ、『良い金額で買い取っ

て欲しい』と手放したい意向をお聞きしたので、『で

きるだけの事はさせて頂きます』とお伝えし、後日買

い取り金額を査定させてもらうことになりました」と

の説明でした。

※お客様に対して「社員がキレた言葉使いをした」な

ど考えられないが、事実確認を終わりました。

Ｃａｓｅ５　ディーラーの対応に不満がある
令和元年５月20日　大阪府　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成17年
走行距離：130,000㎞

【相談】
相談者の社用車（数台ある中の１台）が、制動時に

ペダルが床まで入り込んでブレーキが効かなくなり、

２～３回踏み直して何とか停止した。行きつけのガソ

リンスタンドに相談すると、ブレーキのパイプライン

にエアが入っている可能性があると言われ、ブレー

キフルードを交換してもらったが、２週間後にも同じ

現象が発生したので、近くのディーラーに入庫した。
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ディーラーの整備士から「ブレーキフルードからゼリー

状のモノが出てきた。何かは分からないが、これがエ

アの混入と同じ症状を引き起こしていたのではないか。

純正のフルードを使っていたら、こんなことにはなら

ない」と説明された。しかし、相談者が「普段車検整

備を依頼している工場では純正のフルードを使用して

いる」と反論すると、整備士は「ブレーキの関連部品

を全て新品に交換したら直るでしょう」と論点を逸ら

した。相談者は、その対応に不満を感じ、メーカーの

お客様相談窓口に相談したが、メーカー側は「販売店

に言って下さい」と取り合ってくれない。どこか相談

する所はないか調べて、振興会に電話したとのこと。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、ディーラーに事実確認

の電話をする承諾を頂いたので、「ディーラーの対応

と説明が納得できないと仰っているので、よく話し合

いをして頂くように伝えます」と言い、電話を切った。

ディーラーに電話するとサービスマネージャーは接客

中で、電話口の相手が丁度、相談者の車の修理担当者

だったので、入庫時からの状況を確認した。「入庫時

から現象は出ており、ペダルを深く踏み込まないとブ

レーキが効かない時もあれば、浅く踏んでも効く時が

あり、リザーバータンクのフルードの上の方がゼリー

状になっていた。底の方のフルードも糸を引くくらい

の粘りがあったので、フルードを抜いてパイプライン

内も確認したかったが、上司から『手を出してはいけ

ない』と言われたので触れなかった。マネージャーが

相談者と話をしているようだ」と話したところで、マ

ネージャーに電話を代わった。「突然入庫され、『10日

前にブレーキペダルが床まで沈んでブレーキが効かな

かった。ガソリンスタンドでブレーキフルードを抜き、

替えて貰ったのに、また同じことが起こり、フルード

も白濁してペダルが深く効かない。車に欠陥があるか

らだと知人の整備士から教えて貰ったので点検して欲

しい』と説明があり、預かって点検することにした。

後は、先程の担当者の説明通りだが、入庫時の相談者

の態度と言い回しに不審を抱いたので、現状確認だけ

で作業をしないように指示をした。相談者に車の現状

を連絡して、『自分は二十数年整備をしているが、こ

のようなフルードの状態を見たことがない。フルー

ド以外のものを使われたのではないか。金属とゴムに

よってこのようなゼリー状にはならないと思う』と伝

えたところ、『車の欠陥に決まっている！隠してもア

カンぞ！』と一方的に電話を切られた。その日の夜に

来店した相談者に再度説明をしていると、『純正のフ

ルードしか使ってないし、何が原因であるかはメー

カー側に調べる責任があるやろ！ブレーキが効かな

かったんやぞ！』と、ショールーム内で大声で怒鳴っ

て帰った。相談者は、メーカー相談室にも電話を入れ

たようで、当社本部の担当部署から連絡があり、『何

もせずに車を引き取ってもらうように』との指示があ

り、無償で作業はできないので車の引き取りを相談者

に伝え、返事を待っている状態です。この先の交渉に

ついて、店長と本部を交えて相談しています。振興会

にはご迷惑をおかけしました」との説明があり、電話

を終えた。

Ｃａｓｅ６　25年付き合いのあるディーラーの対応
に不満がある
令和元年５月21日　大阪府　女性
車名：不明　　登録年月：平成21年
走行距離：100,000㎞以上

【相談】
数ヶ月前から走行中に“トントン”と聞き慣れない

異音がするので、25年付き合いのあるディーラーＡ店

に持って行った。担当セールスが試運転をしたが異音

はしないと言われ、２ヶ月後の安心点検の時に改めて

確認すると言われた。２ヶ月後、安心点検に持ち込ん

だが、その時も異音は出ていないと言われて、そのま

ま返却された。次の日、エンジンを始動すると“パ

タパタ”とこれまでよりも大きな音が出たのでＡ店に

持って行くと、受付の整備士が対応してくれたが、店

の奥の方にいた担当セールスと上司らしい人は私を見
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て、イヤそうな顔をして声もかけてくれずに外出して

しまった。この日も異音は確認されず、様子を見るよ

う言われた。ところが、ゴールデンウィークにこれま

で聞いたことのない大きく、壊れるような異音が出た。

Ａ店は休業だったので、自動車保険のロードサービス

を呼んだところ、スタッフは「オーバーヒートしたみ

たいで、エンジンオイルに緑の冷却水が混ざっていま

す。エンジンを載せ替えないといけないと思います」

と、オイルゲージを白い布で拭いて説明してくれた。

新車も何台も購入し、点検から車検まで全ての整備を

お願いし、お勧め作業なども全て断ることなく付き

合ってきたが、担当セールスが代わってからは、不安

を感じても直ぐに点検してくれないし、メンテナンス

商品の売り込みばかりで、入庫時に「何か気になると

ころはありませんか？」と声をかけてくれることもな

くなった等、色々な不満を感じている。現在、自分は

転居したため、Ａ店は遠方となり、自宅近隣にはディー

ラーの他店舗が何箇所かあるので、敢えてＡ店でなく

ても良いが、どうすれば良いかアドバイスが欲しくて、

振興会に電話した。

【対応】
ディーラーの連絡先を教えて頂けるなら、振興会か

ら事実確認や、相談者が不安を感じていることは伝え

られると言うと、「自分で電話します。ロードサービ

スのスタッフから、エンジンの載せ替えよりも、車を

買い替えた方が良さそうだというアドバイスも貰って

いますので、Ａ店に買い替えの件も相談してみます。

また、対応次第では、これを機に家に近い店舗との付

き合いを始めても良いと考えています。色々聞いて

貰ってスッキリしました」と言われ、相談を終えた。

Ｃａｓｅ７　車検整備後にエンジンが焼き付いた
令和元年５月21日　大阪府　男性
車名：輸入車　　登録年月：平成21年
走行距離：不明

【相 談】
３ヶ月前にガソリンスタンドで車検を受けたが、最

近になって、信号待ちの時にエンジンが止まってし

まった。セルモーターが回らなかったので、近くの人

にブースターケーブルをつないで貰ってエンジンを再

始動させたが、走り出して直ぐにエンジンが衝撃音と

ともに止まった。車検をお願いしたガソリンスタンド

に電話で様子を伝えると、「当社では故障修理が難し

いので、当該輸入車の取り扱いしている修理工場に入

庫した方が良い」と言われ、当該輸入車を扱うディー

ラーに入庫した。ディーラーから「エンジンが焼き付

いており、非常にひどい状態で、原因がオイル系か冷

却水系かわからない。エンジンを新品にすると250万

円かかる」と言われた。そのことをガソリンスタンド

に連絡すると、「当社は車検しただけで、エンジンを

壊すような作業はしていないので責任はない。当社に

責任があるというなら原因を特定して、証拠を出して

ください」と言われた。車検後の走行距離は300㎞程

なので、車検整備に何か原因があると思っている。構

造的なこと、車検の記録簿の内容及び整備保証の話を

聞きたくて振興会に電話したとのこと。

【対応】
振興会の立ち位置を説明し、エンジンが焼き付く原

因の説明と記録簿記載の作業内容、手順等、質問に答

えた。整備保証については「『水漏れ』の欄に『 』が

入っており、点検したことになっているが、見ただけ

で触ることすらしていないものも保証の対象になるの

か」という質問だったので日整連に照会し、「点検項

目にあることが原因なら、見た、見てない、見逃した

にかかわらず保証してあげるべきであるが、強制力は

無く、工場の意見が重んじられる。そのあたりはお客

様と事業場で良く話し合ってもらわないといけない」

と言われた内容をそのまま説明したところ、「明日に

でも預けているディーラーに行き、状況について説明

を受けてきます」と言って、電話を切った。翌日、相

談者から入電。「ディーラーに行って説明を聞いたが、

同業者の整備業者を庇って『車検整備が原因か、その
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後から漏れたのかがわからない』と言われ、専門的な

説明を詳しくしてはくれたが理解できないので、直接

ディーラーに電話して欲しい」と言われた。振興会か

らディーラーに確認したところ、「状況はオーバーヒー

トです。樹脂製のヘッドカバーが溶けるほどの高温に

なったようで、エンジンルームに冷却水が飛び散り、

ラジエータは空っぽです。エンジンオイルは入ってい

ます。エンジンの中央あたりの上から覗いたところに

冷却水の漏れた緑色の固まりがありますが、車検以前

の漏れか、後からの漏れかはわかりません。記録簿を

見せてもらいましたが、車検から2,300㎞走行しており、

車検の見落としや作業ミスの漏れがあってもそんなに

走れないと思います。それよりも、ヒートした時にヒー

トゲージも上がっていただろうし、エンジンから変な

臭いや異音もしていたと思います。それに気付かない

運転者には責任が無く、『車検して直ぐに』を盾に『修

理工場が保証してくれない』と考えるのはおかしい」

と言う。その後、相談者に電話したところ、エンジン

の水漏れ跡の話をしきりにするので、「車検から300㎞

ではなく、2,300㎞も走行しているなら、ディーラーの

説明の通りかと思います」と言うと、相談者は「ガソ

リンスタンドとは殆ど交渉をしていないので、今まで

頂いた情報で話し合いをします。整備保証とは、整備

後に故障したら全て保証してくれるものと勘違いして

いました。すみませんでした」と言って、電話を切った。

Ｃａｓｅ８　30年間、修理で車を預けているが、連絡
が取れない
令和元年５月23日　大阪府　男性
車名：輸入車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
古い外車が好きで、以前大阪に住んでいた時から、

Ａ修理工場に輸入してきた車のレストアを何台もお願

いしていた。そこの代表者は腕が良く、遠くから持ち

込んでくる客もいて修理予約が取れないこともあっ

た。私が東京に移転した後も、大阪から引取・納車を

してくれていた。しかし、昔から修理の見積もりは出

さず、口頭でざっくりな金額を言い、出来上がったら

高額な追加金額になったこともあり、何度も金額と納

期に関しては苦情を言ったが、最後まで襟を正そうと

はしなかった。その修理工場に30年程前、古く希少な

車のレストアをお願いしたが、欲しい部品が無いので

「何年かかっても良い」と言って預けた。その後何台

もレストアして貰ったが、次第に、修理した箇所が故

障したり、ドアトリムやシート生地、外板パネルに傷

が入ったり凹んで返されたり、手直しが多くなってき

たので、「つぶしてくるなら金は払わない！」と喧嘩

になり、費用を払わないこともあったので、「お前の

車はもう修理しない！」と言われ疎遠になってしまっ

た。そのうちに連絡してくるだろうと待っていたが、

一向に電話が無いので私から連絡を取ったが、折り返

しすらなく今に至ってしまった。預けっぱなしの私の

車はどうなっているのか、せめて電話連絡ぐらい欲し

いと思い、大阪運輸支局に相談したら振興会を紹介さ

れた。

【対応】
振興会の立ち位置を説明、「事業所名、連絡先など

の情報を頂ければ、『相談者から相談の電話が入って

いるので、連絡してあげて下さい』という事実確認は

できますが、それ以上の事はできません。説明を伺う

と、何台も入庫されていて、精算の時にほぼ毎回多額

な追加料金を支払っているようですが、何故その後も

引き続き取引を続けたのか。大概の方は、そこで整備

相談をされる案件だと思いますし、そんな事をされた

ら二度と修理を依頼しないものです。弁護士にお願い

して、法的な手続きを取った方が良いのではないで

しょうか」とアドバイスすると、「高額な未払いの修

理代があるので“借金の形”として貰ったつもりになっ

ているかもしれない。30年もの間、無傷で保管してい

るとは思えないので、弁護士に相談してみます」と言

われ、相談を終えた。
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スキャンツール活用事業場認定制度のご案内
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請を行っております。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能
となり、お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月～）
◦応用研修（25年４月～）

認定審査（25年４月～）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

令和　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成29年９月１日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時～13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。

— 47 —



令和

令和
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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Ⅴ

街頭検査実施結果のお知らせ
　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構及び振興会支部会員の皆様方のご協力により
街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守管理責任の啓蒙と点
検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　令和元年９月10日（火）　13時30分～15時30分
実施場所　　松山市末町222　国道317号　湯山駐在所付近
協力支部　　中予支部（城北、三津ブロック）
出動人数　　国土交通省２名、警察２名、自動車機構１名、振興会会員７名
　　　　　　振興会事務局１名

合計出動人数　13名

検査車両数　　　　　　　　61台
不良車両数　　　　　　　　２台 …………不良車両数の割合3.3％
整備命令交付車両数　　 　０台
検査証有効期間切れ車両数 ０台
定期点検整備未実施件数 19件……未実施車両数の割合31.1％
特種車両警告書件数 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数） １件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数） １件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
◦電気・灯火類　　　　　１件
◦車枠・車体　　　　　　１件 ※合計不良箇所件数　   ２件
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Ⅵ．
統 計

・

資料関
係 令和元年度　検査台数報告

（令和元年８月分）

登録自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 370 589 14,305 1,893 14,675 2,482 82,193 13,726

対前年同月比 81.9% 98.2% 101.1% 95.8% 100.5% 96.4% 110.8% 104.3%

前年同月 452 600 14,145 1,975 14,597 2,575 74,149 13,154

軽自動車

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 395 266 11,772 2,425 12,167 2,691 70,279 15,579

対前年同月比 77.6% 111.8% 97.8% 93.0% 97.0% 94.6% 105.4% 100.3%

前年同月 509 238 12,039 2,607 12,548 2,845 66,657 15,528

登録車・軽

令和元年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

８月 765 855 26,077 4,318 26,842 5,173 152,472 29,305

対前年同月比 79.6% 102.0% 99.6% 94.2% 98.9% 95.4% 108.3% 102.2%

前年同月 961 838 26,184 4,582 27,145 5,420 140,806 28,682
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
令和　  年　  月の元　 ８

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 315,078 403,092 490,762 254,119 1,463,051
前 月 末 車 両 数 314,542 403,053 490,770 253,587 1,461,952

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,664 2,157 2,689 1,362 7,872
当　 月 1,447 1,771 2,293 1,137 6,648
前 月 比 87.0 82.1 85.3 83.5 84.5

中
　
古

前　 月 507 697 775 383 2,362
当　 月 428 584 610 311 1,933
前 月 比 84.4 83.8 78.7 81.2 81.8

計
前　 月 2,171 2,854 3,464 1,745 10,234
当　 月 1,875 2,355 2,903 1,448 8,581
前 月 比 86.4 82.5 83.8 83.0 83.8

抹 消 登 録 1,542 2,080 2,442 1,098 7,162
管 轄 変 更（ 入 ） 609 1,106 1,205 392 3,312
管 轄 変 更（ 出 ） 718 1,248 1,325 642 3,933

小 型 二 輪 車　 増 減 42 37 67 34 180
当 月 末 車 両 数 314,808 403,223 491,178 253,721 1,462,930

対 前 年 同 月 比 99.9 100.0 100.1 99.8 100.0
対 前 月 比 100.1 100.0 100.1 100.1 100.1

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 309,510 388,065 534,616 312,448 1,544,639
前 月 末 車 両 数 310,495 390,851 537,936 313,311 1,552,593

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,365 1,865 2,176 1,397 6,803
当　 月 1,016 1,671 2,035 1,296 6,018
前 月 比 74.4 89.6 93.5 92.8 88.5

中
　
古

前　 月 501 568 757 478 2,304
当　 月 397 463 619 398 1,877
前 月 比 79.2 81.5 81.8 83.3 81.5

計
前　 月 1,866 2,433 2,933 1,875 9,107
当　 月 1,413 2,134 2,654 1,694 7,895
前 月 比 75.7 87.7 90.5 90.3 86.7

検 査 証 返 納 1,242 1,614 2,133 1,173 6,162
転 入・ 転 出 42 －24 －24 －136 －142

軽 二 輪 車　 増 減 50 46 97 44 237
当 月 末 車 両 数 310,758 391,393 538,530 313,740 1,554,421

対 前 年 同 月 比 100.4 100.9 100.7 100.4 100.6
対 前 月 比 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 624,588 791,157 1,025,378 566,567 3,007,690
前 月 末 車 両 数 625,037 793,904 1,028,706 566,898 3,014,545
当 月 末 車 両 数 625,566 794,616 1,029,708 567,461 3,017,351

対 前 年 同 月 比 100.16 100.44 100.42 100.16 100.32
対 前 月 比 100.08 100.09 100.10 100.10 100.09

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅶ.

令和元年10月 吉日

組合員　各位

愛媛県自動車整備商工組合

理 事 長　日　野　利　一

　拝啓　秋冷の候、貴殿益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

　日頃は、組合事業にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。

　さて、７月～９月の３ヶ月間実施しました「平成31年度（令和

元年度）オイルキャンペーン」の結果、目標の220ドラムを上回

る281.46ドラムの売上を達成することができました。これもひと

えに皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

　今後ともご高配を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

平成31年度（令和元年度）
オイルキャンペーン実施のお礼
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. １１

（１. １６～１. ８３）
１. １１

（１. １６～１. ９５）
９月２日

小規模事業者
経営改善資金

１. ２１ １. ２１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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2020（令和２）年版 車検予約用カレンダーの
ご注文を承ります

　日頃は、商工組合事業にご支援ご協力頂き感謝申し上げます。

　「車検予約用カレンダー」は、例年通りご希望の組合員さんに無料で配布することにい

たしました。ご希望の方は、お手数ではございますが以下の注文書に必要事項をご記入の

上、11月１日（金）までに商工組合までお申し込みください。

　本年も希望者のみの配布とさせて頂きます。お申し込みのない方への配布は行いません

のでご留意ください。

・・・・2020（令和２）年版 車検予約用カレンダー注文書・・・・
ＦＡＸ：０８９－９１４－８４１２

□ に  印をしてください。

□　事業場単独注文

認証番号 ブロック名

事業場名

所 在 地

Ｔ Ｅ Ｌ

□　ブロック一括注文

ブロック名 件　　数 件

ブロック長
事業場名・氏名

Ｔ Ｅ Ｌ
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★

★

★商工組合窓口に置いてあります。
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（ ）納期は
お問い合わせ下さい

（ ）納期は
お問い合わせ下さい

TW
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いただき

いただき
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愛媛県自動車整備商工組合員募集中
☆商工組合員のメリット
・リサイクル部品検索システム

・レンタカーによる代車サービスシステム

・自社での ETC・ETC2.0車載器【四輪・二輪】のセットアップ（法人のみ）

・売掛未収金回収制度 などが、利用できます。

☆商工組合員の加入条件
　（事業者様の加入となる為、事業場毎の加入は必要ありません）

・愛媛県内において自動車分解整備事業を営む者

・愛媛県内において自動車分解整備の役務を提供する事業を行う、協同組合、協業組

合、企業組合

☆加入方法
・年会費等はございません。

・加入の際に出資金　一口：10,000円（但し、出資額は一口以上何口でも可能です）

☆出資金の返金
・事業を廃止する等で組合を脱退する場合は、出資金を返金いたします。（現在は、

出資額を返金しています）

○詳細や、ご不明な点等ございましたら、お気軽に愛媛県自動車整備商工組合

TEL：089－956－7677 までお問い合わせください。お待ちしております。○

指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携　追録第18号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第18号（平成30年10月１日現在）が発行されましたので、お知

らせいたします。追録第17号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５番窓

口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただきますよう、ご協力をお願いいたし

ます。

販売価格：５５０円（税込）
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点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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